
広報あぐい　２００８年１０月１日号

17

Information
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中
小
企
業
の
事
業
主
な
ど
に
、
仕
事
と

家
庭
生
活
の
調
和
の
実
現
に
向
け
た
雇
用

環
境
整
備
の
重
要
性
を
認
識
し
て
も
ら
う

た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

□
日
時
・
場
所

　

第
一
回　

十
一
月
十
二
日（
水
）ミ
ッ
ド

ラ
ン
ド
ス
ク
ウ
ェ
ア
五
階
Ｃ
会
議
室

　

第
二
回　

十
一
月
二
十
六
日（
水
）ミ
ッ

ド
ラ
ン
ド
ス
ク
ウ
ェ
ア
五
階
Ａ
会
議
室

　

各
回
と
も
午
後
一
時
半
〜
午
後
四
時

□
対　

象　

原
則
と
し
て
従
業
員
三
百
人

以
下
の
事
業
主
・
人
事
労
務
担
当
者

□
募
集
期
限　

十
月
三
十
日（
木
）

□
定　

員　

八
十
人
程
度
（
先
着
順
）

□
内　

容　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

と
事
例
発
表　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　

椙
山
女
学
園
大
学　

吉
田
良
生
教
授

　

パ
ネ
ラ
ー　

各
回
と
も
四
つ
の
企
業

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
県

労
働
福
祉
課　

�
０
５
２（
９
５
４
）

６
３
６
０

�
　

半
田
調
停
協
会
で
は
、
名
古
屋
地
方
・

家
庭
裁
判
所
の
後
援
で
、
次
の
と
お
り
調

停
相
談
を
行
い
ま
す
。

□
日　

時　

十
月
十
七
日（
金
）　

午
前
十

時
〜
午
後
三
時

□
場　

所　

半
田
市
福
祉
文
化
会
館
（
中

央
公
民
館
第
一
、
第
二
会
議
室
）

　

半
田
市
雁
宿
町
１
‐　

‐
１

２２
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□
相
談
員　

調
停
委
員

□
費　

用　

無
料

※　

相
談
を
受
け
る
の
は
、
民
事
・
家
事

の
も
め
ご
と
の
解
決
手
段
と
し
て
の
調

停
の
利
用
に
つ
い
て
で
す
。
相
談
内
容

の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
　

交
通
事
故
・
金
銭
・
土
地
建
物
・
公
害
・

家
庭
内
の
問
題
な
ど
で
困
っ
て
い
る
方

や
心
配
ご
と
の
あ
る
方
は
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

名
古
屋
家
庭
裁
判
所

半
田
支
部　

�（
２
１
）１
６
１
０

�
　

家
庭
の
経
済
的
な
理
由
で
、
就
学
が
困

難
な
小
、
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

の
方
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど

を
支
給
し
ま
す
。

□
就
学
援
助
の
対
象
者
（
阿
久
比
町
在
住

の
方
）

〈
準
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ

た
方

・　

町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
方

・　

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
た
方

・　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
た
方

・　

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

・　

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け

た
方

・　

そ
の
ほ
か
経
済
的
理
由
で
困
っ
て
い

る
方
で
、
教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要
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と
認
め
た
方

〈
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
世
帯

□
就
学
援
助
の
内
容

□
申
請
方
法

　

準
要
保
護
の
方
は
、
児
童
・
生
徒
の
在

学
す
る
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

添
付
書
類
と
し
て
所
得
証
明
書
な
ど

　

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

要
保
護
の
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
の
方
は
住
民
福
祉
課
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
０
５
）

�
　

愛
知
県
半
田
保
健
所
で
は
、
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病
で
療
養
中
の
方
が
よ
り
快
適
に
在

宅
療
養
が
で
き
る
よ
う
に
、
患
者
と
家
族

を
対
象
に
し
た
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

□
日　

時　

十
月
二
十
日（
月
）　

午
後
二

時
〜
午
後
四
時

□
場　

所　

半
田
保
健
所
四
階
大
会
議
室

　

（
半
田
市
出
口
町
１
―　

―
４
）

４５

□
内　

容　
　

　

講
話
「
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
上
手
に
つ

き
あ
う
た
め
に
」　

名
古
屋
市
立
大
学

病
院
神
経
内
科
医
師　

山
脇
健
盛
氏　

　

実
技
「
か
ら
だ
を
動
か
し
て
み
よ
う
！
」

　

半
田
市
健
康
づ
く
り
リ
ー
ダ
ー　

山
本

美
津
穂
氏

□
申
込
期
限　

十
月
十
五
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
保
健
所
健
康
支
援
課
地
域
保
健
グ

ル
ー
プ　

�（
２
１
）３
３
４
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
２
４
）７
１
４
２
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今今月月のの納納税税ななどど
町県民税　　　　　３期分
国民健康保険税　　３期分
介護保険料　　　　３期分
後期高齢者医療保険料　４期分
納期限は１０月３１日（金）です。
※口座振替の方は、口座の残高確認をお願いします。

支　給　内　容対　象　者項　　目

学用品費・通学用品費
校外活動費（宿泊を伴わない）準要保護学用品費

小・中学校に入学する者が通常必要とする
学用品費および通学用品費

準要保護　小学１年生
　　　　　中学１年生

新入学児童・
生徒学用品費

児童・生徒が修学旅行に参加するため直接
必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真
代、医薬品、旅行傷害保険料の費用

準要・要保護　小学６年生
　　　　　　　中学３年生修学旅行費

学校が保護者から徴収する給食費の全額準要保護学校給食費

学校保健法施行令第７条に定める疾病にお
ける自己負担額準要保護医療費

校外活動費（宿泊を伴うもの）・キャンプな
どに参加するため直接必要な費用

準要保護　小学５年生
　　　　　中学１・２年生校外活動費


